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1．　は じめ に

　地球温暖化 は 地球全体 の 環境 に 深刻 な影響 を及ぼ す こ と

か ら，現在，様 々 な 分 野 にお い て 大 き な問 題 と して 取 り上

げ られ て い る。温 室効 果 ガ ス （GHG ）の 巾で CO2 が 最 も地

球温 暖化 に影響 を与える と さ れ て お り，IMO の 調 査 に よ る

と，2007 年 に お ける 国際海運 か らの CO2 の 排 出量 は，約

8億 7千万 トン に 達 して い る．こ れ は全 LU一界の CO2総排 出量

の 約 3 ％ に 当た り，ドイ ッ
ー

国 か ら排 出 さ れ る排 出 量 に

相当す る 。

　気 候 変 動 枠 組 条 約 （UNFCCC ） にお い て，国 際海運 に つ

い て は ，CO2排 出 責 任 をそ の 関 係 者 で あ る 荷主，船会社，

旗国 政 府に 適切 に 配分す る こ とが 困難 で ある との 理 由か ら，

国際海事機関 （IMO ） を通 じた作業 に よ っ て ，　 CO2 排出量

の 抑 制 を追 及 す る こ と と さ れ て い る 。こ の た め ，IMO で

は，こ れ まで CO2 削 減 に 向 け た 検 討 を独 自 に行 っ て きた 。

そ して，2011年7月 に開催 され た第 62回海洋 環境保 護委員

会 （MEPC62 ） におい て ，　COL，排出規制 を行うた め の MAR −

POL 条約附 属書 VI の 改正 案が 多数 の 支持 （賛成 49，反対

5
， 棄権 2） に よ り採択され，2013年 1月1 日に 発効する こ

と と な っ た 。

　本稿 で は，IMO に お け る GHG 排 出 規 制 に つ い て 紹 介

す る 。

2． IMO の 審議動 向

2．1 経緯

　IMO に お ける CO2 排出削減 に 関す る審議で は，国際海運

に 適 した CO ，，排出 削減方法 に つ い て 検討が 行 わ れ て き た 。

般 に，CO2 の 排 出 量 は 「活動 量 」 と 「エ ネ ル ギー
効率」

に比 例 す るた め，海 運 か らの CO2排 出 削 減の た め には，「船

舶 の 活 動 量 自体 を抑 制 す る 」 又 は 「船 舶の エ ネル ギ
ー

効率

を向上 さ せ る 」 こ とが 必要 とな る。UNFCCC は 総量規制 を

ベ ー
ス と して CO2 排出削減 を図 ろ うと して い る の に 対 し，

国際海運 に つ い て は 今後 も荷動 き （活動量 ） が 増加す る こ

とが 予 想 され て お り，総 量 規制 を課 す の は 現実 的 で ない こ

とか ら，IMO は個船の エ ネ ル ギー
効率 を改 善す る こ と に よ

りCO2排 1出量 を抑制す る こ と を検討 して い る。現 在，　 IMO

で 検討さ れ て い るエ ネル ギ
ー
効率向上 の た め の 具体的な方

法 は，「技 術 的 手法」，「運航 的手法」及 び 「経済的手法」の

3つ に分 類 され る。

　技術的手法及 び運航的手法 は 船舶 の エ ネ ル ギー
効率 を

改善する た め の 直接 的 な 手段 で あ り，前 者 は ハ
ー

ドウ ェ ア

を改良する こ と に よ り，後者 は 運 航 の 工 夫や 改善 に よ っ て

実行 さ れ る。一
方 ，経済的手法 は 技術的手法又 は 運航的

手 法 を誘導す る た め の 経 済的 イ ン セ ン テ ィ ブ を 与え る もの

で あ る。

　IMO で は，第
一
段階の 規制 と して ，技術的手法及 び運 航

的手法 を導入 する こ と と して い る 。 具体的 に は，新 造 船 に

お け る エ ネ ル ギー
効率設 計 指 標 （Energy 　Ediciency　Design

Index ：EEDI）の 強制 化 に加 え，就 航 船 を含む全 て の 船舶

に 対 し船 lil
’
［エ ネル ギ

ー
効 率管 理 計画書 （Ship　Energy

Efficiency　Managenlent 　Plan ： SEEMP ）の 船上 所持 を義

務付 ける こ と と して い る 。

　 EEDI は，新造船の ス ペ ッ ク に 某 づ き，1 トン の 貨物 を 1

マ イル 輸送す る 際 に 排出 され る COz の グ ラ ム 数 を見積 もっ

た もの で あ り，図 1 に 示す算式 に よ っ て 計算 され る 。

　ま た，SEEMP は運 航 上 の ］「夫 （減速 運 転，潮 流 や 海象

を考慮 した最 適ル
ー

トの 選 定，適切 な メ ン テ ナ ン ス 等） に

よ っ て エ ネル ギ ー効 率 を 改善す る た め の 管理 計画 書で あり，

「計画」， 「実施」， 「モ ニ タ リ ン グ」， 「評価及 び改善」 とい う

サ イ ク ル の 継続的な実施 を促進す る ため の もの で あ る。

　第二 段階の 規制 と して は，将来的 に 経済 的手法 を導入 す

る こ とが 検討 され て い る 。
こ れ まで IMO で は，表 1 に 示す

よ うに，船舶の 効率改善 を促進す る た め の 様 々 な制度が各

国か ら提案 さ れ て い る が，現 段階 で は い ず れ の 制 度が 海運

セ ク ターに適 して い る か 結論 に至 っ て お らず，引 き続 き

IMO で議論が進 め られ る。

2．2　MEPC62 の 審議結果

　IMO に お ける最新 の 審議 と し て は
，
2011年 7月に 開催 さ

れ た MEPC62 に お い て ，　 EEDI 及 び SEEMP を強制化す る

た め の MARPOL 条約附属書VI の 改正 案
1．が 採択 さ れ，同

改 正 は 2013年 1月 10 に 発効す る こ と とな っ た。
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CO2 排 出量
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CO2 排出量
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Capaoity！こ関
する 補正 係数

積載量

CF ； 燃料 1 グラム を 消 費 した際 に排 出 され る CO1 の グ ラ ム 数 ［t−CO2tt −Fuel］
燃 料 の 種 類 CL．

Diese1∫Gas　Oil 3．206
Light　Fuel　Oil（LFO ） 3．151
Heavy 　Fuel　Oil〔HFO ＞ 3．114

Liqu廿玉ed　Petroleum　Gas （LPG ）：（Propanc＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Butane）

3．0003
．030

Liquified　N 跏 ral 　Gas（LNG ） 2．750
SFC ：

PME ：

P，E ：

PPTI：

f
，11
．：

PAEeff：

Pcff：

薪：

燃料 消 費率 ［g∠kWh ］（海 上 公 試 にお け る 実測値で はな く，NOx テ ク ニ カル フ ァ イル に 記載の 値 を用い る）

　　 ・主 機 の 場 合 は連 続 最大 出 力 （MCR ） の 75％ に お け る燃 料消 費率

　　
・補機 の 場 合 は連続 最大 出 力 （MCR ） の 50％ に お け る 燃料消 費率

主機 出 力 O．75．　x （MCRME −PPTO〕［kW 」 こ こ で，　 Pp丁 。 は軸 発N 力 の 75％

補機 」一｝力 ［k“ 11 〔補機 山 力 は，主 磯 の MCR の 値 か ら簡 易 式 に よ り算 出す る。た だ し，客船 等 に っ い て は

電力調 査表か ら算出 した 値 とす るc ）

　　
・PAE＝0．025　x 　MCRME ＋250　（MCRME ＞＝IO，000kW ）

　　
・PAE − 0．05　x　MCRME 　　　 （MCRM ，く 10，000kW）

軸モ
ー

タ に よる 出力消費の 75％ ［kWl

省 エ ネ機器 の 稼働 率

省 エ ネ機器 に よ り控除 され る補機 出 力 ［kW ］

省 エ ネ機 器に よ り控除 され る 主機 出 力［kW ］

ア イ ス ク ラス 等 を考慮 し た Capacity補正 係数

Capacity； 載 貨重 量 ［DwT ］（た だ し，客 船 は総 トン 数 ，コ ン テ ナ船 は 70％ DWr を適 用 す る。）

V ，er
：　　 夏季満 載喫水 （コ ン テ ナ 船 は 70％DWT に相 当す る 載荷状態 時）にお け る主機 出 力PML 時 の 無風

・無波状

　　　 　　態で の 速力 ［knots ］

fw ；　　 　 実海 城に お け る速力 低下 係 数 （現 時点 で は 釦一1．0 と して 計 算す る こ とが 合意 され て い る。）

図 1　 EEDI の 計 算 方 法

表 1　 1MO で検討 され て い る経 済的 手法

提 案国等 制　 度　　 i　　　　　 概
广
1
广
鑽 匸　 贓 、鑾鸛

1
擁 鬱｝

円本，WSC

世 界海運評議会 ：1

EIS ：E血 ciency 　Incendve 　　 燃半l！油諜 金制度 をベ
ー

ス と し ，規制値か ら更 に 燃費 の 優 れ た 船

Scheme 　 　　 　 　　 　 　　 ：竒自に は燃 料油課金 を減免す る 制度

デ ン マ
ー

ケ GHGFUND　　　　　．．．．． ．． 燃料油 へ の 課金 貯［」度　 ．．一． 一一一．．
ドイ ツ ，ノ ル ウェー，
フ ラ ン ス ，イギ リス

E 聡 ： EmissionTrading

System
個 船 毎 に 排 出権 を割 り当て ，排 II1瞳 に応 じて 排 出権 を取引 す る

制度

ア メ リ カ
SECT ： Ship　Ef巨ciency 　and

Credit　Trading

・定 の 効率基準 を設 定 し，基準 を達成 した船 舶 と達成 してい な

い 船舶 との 問で ク レ ジ ッ トを取引す る制度

ジャ マ イカ PSL ： Port　State　L£ vy 航 海毎 の 燃 料消 費量 に応 じ，寄 港地 で 課 税 す る制 度

IUCN 〔国際 自然 保護 連合）　　　　　　　　　． RM ： Rebate　Mechanism 輸 入額 に 応 じて 途．．「二国に 経済 的手法の 収益 を払い 戻す制度一
ノズハ マ 義務 的な排 1

「
賄 rl減 過去 の 実績 をベ ース に 個船毎 に 排 1

「
「1削減義務 をか ける 制度
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2．2，1　 EEDI の 強制化

　総 トン 数 400 トン 以 ．ヒの 国 際 航海 に 従事す る 船舶 で あ っ

て，2013年 1月 1日以降に 建造契約が結 ば れ る船舶 （建造

契約 が ない 場合 は 2013年 7 月 1 日以 降 に起 T．の 船 舶）又 は

2015 年 7 月 1 円 以 降に 引 渡 しが行 わ れ る 船舶 に あ っ て は ，

当該船舶の EEDI 値 （Attaied　EEDI と い う〉を計算す る こ

とが 要 求 され る。また，上 記 の 船舶 の うち，ば ら積 み 貨物

船，ガ ス キ ャ リ ア，タ ン カ
ー，コ ン テ ナ船，一

般貨物船 ，

冷凍
．
運 搬船及 び兼用船 に あ っ て は，　

・
定 サ イ ズ 以 E の 船 舶

に対
．
し， 次式で 示す よ うに EEDI の 規制値 （Required　EEDI

と い う） を満足す る こ とが 要求 され る。当該 規 制 値 は表 2

に 示 す リ フ ァ レ ン ス ラ イ ン か らの 削 減 率 （X ） を用 い て ，

2015年 1月 1凵以 降，段 階 的 に 強 化 さ れ る。

Attained　EEI ）∬≦ Required　EEDI

　　　 ＝リ フ ァ レ ン ス ラ イ ン （a × b
一
り× （1− X／100）

　 リ フ ァ レ ン ス ラ イ ン は，IMO に よ っ て IHS　Fairplayの 過

去 10 年 間 （1999−2008） に建造 され た 船舶の デ
ー

タ を用 い

て船 種毎 に計算 され た EEDI の 平均線 で あ り，表 3 に 示すパ

ラ メ
ー

タ を用 い て DWT の 指数関数で
．
表 され る （図 2一図 8参

照）。

表 3 　 リフ ァ レ ン ス ライ ン の パ ラ メ
ー

タ

船　種

　　　，
a b C

ば ら積 み 貨物船 961．79 DWT 0，477

ガ ス キ ャ リ ア 1120．00DWT 0．456

タ　 ン　 カ　 ー 1218．80DWT 0．488

コ ン テ ナ 船 174．22 DWT 0．201

一
般 貨 物 船 107．48 DWT 0．216

冷 凍 運 搬 船 227．01 DWT 0．244

兼　　用　　船 1219．00 DWT 0，488

　ま た，上 記基 準 値 へ の 適合を確認す る た め に，主管庁又

は船 級 等 の 代行機 関 （RO ） に よ る EEDI 認証が 必要 と な

る。EEDI 認 証 は，　 IMO の ガ イ ドラ イ ン に 従 っ て 設言1．段 階

と海上公試段階の 二 段階 を経 て 実施 され る 。 設計段階で は，

水槽試験で 得 られ た結果 （パ ワ
ーカーブ）をベ ース にEEDI

の 算 出過 程 を検証 す る。ま た，海 上 公 試段 階 で は ，速力試

験 で 得 られ た 船速 を用 い て 設計段 階 で 算11’［され た EEDI を

修．】F．す る こ と に よ り， 最 終的 な EEDI が 決定 さ れ る 。

表 2 　EEDIに 関 す る適用 日 と リフ ァ レ ン ス ラ イ ン か らの 削減率

EEDI 削 減率

船　種
舟舗 白の サ イズ

　　（DWT ＞

Phase　O　　　
．
　　 Phase　1

　　　　　「
Phase　2 Phase　3

1Jan　2013 −

31Dec 　20141Jan

　2015 −

31Dec 　20191Jan

　2020 −

31Dec 　20241Jan
　2025一

ば ら積 み貨物船
20ρ00一 0 10 20 30

10，000 −20，00  n／a 暇 o畷…懸 ii…鬱i難 餝 灘
：
’耐

0−30★　
二’

ガ ス キ ャ リ ア
10，000一

　　　　　　　ヒ
0 10 20 30

2，000 −10，000 n ／a 0−10★ 0−20歯 0−30★
一一 ．．．．幅h

　　タ　 ン 　 カ　 ー 20，000一
．．．．．
　　　 0 10 20 30

4，000 −20，000
　　　　　吊
n ／a

・
1｝：、、嫐 醗 …i…iiii錐……i　　　　　r，，，囁囁广广，广，，，，，，，，，i難 iii蓑劒 曝 …i靉籌慝慝rF・F，炉内内再再炉　再内ドド辞臼PりPii ｝i：… 鎚aQ熱、

15，000一 0 10 20 30
コ ン テ ナ 船

10，000 −15，000 n ／a 040 カ
…：

蹴 i．　　　　　　以、
鞳 ……

’
…iO訟0嚢

广「 0−30★
’

一
般 貨 物 船

15
，
000 一 0 10 15 30

3ρ00 −15，000 n ／a 0−10重…、 i｝1∴……、… Q餮15★ ． 0−30雪

5，000一 0 10 15 30
冷 凍 運 搬 船

3，000−5，000 n ／a
∵匸1こ、；……鱶 磯 iiiiiiiiiii　　　　　　　　rPPPPrPP囁，，，、i繼iiiii鏃蠍 …iiii黙 ，　　　　　囁囁「、「「「囁，、囁、囁匸广rp，囁臼，囁，，囁，囁广广 、、……iiiii……遡 眺 …

…iiiii…iii
20

，000一 0 10 20 30
兼　　用　　船

4，000−20，000
　　．ゴ．
n ／a 0【10｛ ・　

’∴
　、
こ：∵
　0ぎ諺0★ 0−30★

注 ／
’★DWT に よ り線形 補 間 した値 を適用 す る。

注2　（Review 　1）各国や 業界の 提案 に よ り・」・型船 の 削 減 率 （網 掛 け部分 ） を レビ ュ
ーす る こ とが で きる。

注 3　 （Review　2）Phase　1開 始 直後 に技術 開発 状況 を考
．
慮 して Phase　2及 び Phase　3の 適用時期及び 削減率 を レ ビュ

ー
す る こ とが

　　 で きる 。
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　 な お，旅客船 や Ro−Ro 船 に つ い て は ，現 段 階 で は EEDI

の 規制値 は適用 さ れ な い が，IMO で は こ れ らの 船舶 に つ い

て も将来的に は 適 用す る方向で 検討が 進め られて い る 。 ま

た，電 気推 進 船，タービ ン 船 及 び ハ イ ブ リ ッ ド推進船 に つ

い て は，こ れ らの 船 舶 に対 す る EEDI の 計算方法が確 立 さ

れ る まで の 間，EEDI の 計算及 び 規制値 に 関する 要件 は適

用 され な い こ とと な っ て い る 。

　MARPOL 条約附 属書 VI の 改 正 で は 更 に，主 管 庁 の 判 断

に よ りEEDI に関する 要件 の 適用 を最 大で 4年 間免除す る こ

とが で きる規定や，技術支援を要請す る 国に 対す る 技術協

力 や 情 報 の 供 与 に関 す る 規 定が 条文 に 盛 り込 ま れ て い る 。

2．2．2　SEEMP の強制化

　SEEMP に つ い て は 2013年 1月 1 日以 降，国際航 海 に従事

す る 総 ト ン数 400 トン 以上 の 全 船 （新船 及 び現 存船〉 に対

して ，船上 に 備 え付ける こ とが 義務 付 け られ る。こ れ に よ

り，2013年1月 1日以 降，新船 に あ っ て は 製造中登録検査

の 際 に，現 存船 に あ ”・ て は 同 円以 降の 最初 の 中間検査又 は

更 新検査 （い ずれ か 早 い 方〉の 際 に，船上 に SEEMP が所

持 され て い る こ と を確認する こ と と な る 。 な お，SEEMP

は，IMO の ガ イ ドラ イ ン を考慮 して 作 成 す る必 要 が あ る

が ，MARPOL 条 約 附 属 書 1の 油 濁 防 1ヒ緊急措置手引書

〔SOPEP ） の よ うに主 管 庁 又 は船 級 等 の 代行機 関 （RO ） に

よる承認 は要求 され ない
。

2．3　今後 の 審議

　技 術 的 手 法 や 運 航 的 手法 に 関 す る 今後 の 作業 と して ，

MEPC62 で 合意 さ れ た 作業 ス ケ ジ ュ
ー

ル
2／’を表 4 に 示す 。

今後 は現状 の EEDI に 関する 要件 で は カバ ーされ て い ない

船種，サ イズ 及 び推進 シ ス テ ム へ の 適用 に関 す る検討 や，

EEDI 及び SEEMP に 関す る未発行の ガ イ ドライ ン の 整備が

進め られ る こ と とな る。

　ま た，2012年 1月 に第 2回中間会合が 開催 され る予定で

あ り，同 会 合で は，こ れ まで に 作成 さ れ た 「EEDI 計算 ガ イ

ドラ イ ン 案」， 「SEEMP 作成 ガ イ ドラ イ ン 案」，「検査 と証

書 に 関す る ガ イ ドラ イ ン案」及 び 「荒天 時安全 操 船 の た め

の 最低 出力 に 関す る ガ イ ドラ イン 案 」 につ い て ，MEPC63

に お ける最終化 を 目指 した改善修正 な どが 審議 さ れ る 予定

で あ る。

　 経 済 的手法 につ い て は ，各国 か ら提案 さ れ た そ れ ぞ れ の

制 度 の 特徴 ）P　H 的を踏 ま え
， 国際海運 に 適 した手法 を構 築

す る ため の 検討 が行 わ れ る 。

表 4　【MO に お け る今後の作 業 ス ケ ジ ュ
ール

MEPC 　62MEPC 　63MEPC 　64MEPC 　65MEPC 　66MEPC 　67MEPC 　68MEPC 　69　 　 　 MEPC 　session ；

開催期 日（［］は未確 定）： July　2DllFeb ，2012Oct ．2012 ［July　2013］鹹 ar，2014 】［Oct．2014 】 ［July 　2015 ］［Mar ，2D16 ］

レRo −Ro 貨 物 船及 び 自動 車運 搬 船

の 定義 最終化 圜
旅 客船，Ro・Ro貨物船及 びRo・Ro
旅 客船 の リフ ァ レ ン ス ラ イ ン 及

び 削減率
最終化 圃

レ
電気推 進船，タ

ービ ン 船，ハ イブ

リ ッ ド推進 船等 の EEDI の 計 算方

法 に 関す る検 討
最終化 團

小 型 船 の リ フ ァ レ ン ス ラ イ ン か

ら の 削 減 率 に 関 す る レ ビ ュー

（Review 　1）
最終化

大型 の 油 タ ン カ
ー

及 び ば ら積 み

貨物船の EEDI に 関す る レ ビ ュー 最終化

Phase 　 2及 び Phase 　 3の 適用時期

及 び 削 減 率 に 関 す る レ ビ ュー

（Review　2）

自主 的 構 造 強 化 に 関 す る 補 正 係

数に関す るガ イ ドライ ン 最 終 化

CO2 削 減技 術 に 関す る ガ イ ドラ

イ ン 最終化

荒 天 時 安 全 操 船 の た め の 最 低 出

力に 関す るガイ ドライ ン 最終化

技 術 的 手 法 及 び 運 航 的 手 法 を支

援す るた めの ガイ ドライ ン
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